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令和７年度長崎市一般会計補正予算（第１１号）に係るもの 
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％ ％ ％ ％

264,544,002      63.6 249,452           264,793,454      63.6 9.7 245,606,844 7.8 

389,555           0.1 -                    389,555           0.1 16.2 485,485 ▲19.8 

50,462,635       12.1 -                    50,462,635       12.1 0.5 55,010,578 ▲8.3 

1,597,922         0.4 -                    1,597,922         0.4 0.3 4,097,350 ▲61.0 

256,735           0.1 -                    256,735           0.1 0.8 282,447 ▲9.1 

140,553           0.0 -                    140,553           0.0 10.3 213,378 ▲34.1 

47,182             0.0 -                    47,182             0.0 - 43,769 7.8 

54,255             0.0 -                    54,255             0.0 - 65,900 ▲17.7 

50,930,407       12.2 -                    50,930,407       12.2 1.8 49,879,278 2.1 

402,910           0.1 -                    402,910           0.1 ▲2.4 409,316 ▲1.6 

7,565,599         1.8 -                    7,565,599         1.8 0.0 7,229,217 4.7 

861,110           0.2 -                    861,110           0.2 - 1,079,500 ▲20.2 

112,708,863      27.1 -                    112,708,863      27.1 1.1 118,796,218 ▲5.1 

16,107,700       3.9 -                    16,107,700       3.9 5.1 17,158,229 ▲6.1 

22,565,321       5.4 -                    22,565,321       5.4 2.1 20,726,569 8.9 

38,673,021       9.3 -                    38,673,021       9.3 3.3 37,884,798 2.1 

415,925,886      100.0 249,452           416,175,338      100.0 6.6 402,287,860 3.5 

令和7年度各会計別予算額調（令和8年2月議会追加分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　　　　計　　　　別
現　計　予　算　額

補　正　額
合　　　　　　計

対当初
伸　率

【参考】
令和6年度
同期予算額

(2月10号補正後)

対前年度
同期伸率

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

一 般 会 計

観 光 施 設 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

特

別

会

計

土 地 取 得

中 央 卸 売 市 場 事 業

駐 車 場 事 業

財 産 区

母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業

介 護 保 険 事 業

診 療 所 事 業

合　　　　　　　　　　計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

長 崎 市 立 病 院 機 構
病 院 事 業 債 管 理

小　　　　　計

公 営

企 業

会 計

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小　　　　　計
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令和 7年度 2月追加補正予算について 

 

■会計別補正予算の内訳 

  （単位：千円） 

区  分 一般会計 特別会計 企業会計 計 

１ 内示に係るもの 249,452 - - 249,452 

合 計 249,452 - - 249,452 

 

 

■一般会計補正予算の内容  

 

１ 内示に係るもの                                  【249,452千円】 

国の交付金の内示に伴い令和 8年度一般会計予算から前倒しした事業の増額に係るもの 

・観光振興対策費（観光地域づくり推進費、長崎さるく推進費）、観光客誘致対策費（観光客誘致推進費、観光客受入環境整備費、インバウンド誘致広域

連携事業費、平和・観光魅力発信事業費、長崎港クルーズ客船受入委員会負担金）、夜景観光推進費（世界・日本新三大夜景推進費）、観光施設管理運

営費（総合観光案内所運営費） 

 

● 繰越明許費                                                                                         

繰越明許費は、「観光振興対策費（観光地域づくり推進費）」など 9件を計上。 
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Ⅰ 一般会計予算 249,452 千円

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

249,452

1 観光振興対策費 136,252 観光政策課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

116,302 58,151   -        -        -          58,151    

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

19,950 9,975    -        -        -          9,975

2 観光客誘致対策費 62,828

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

22,054 11,027   -        -        -          11,027    

国の交付金の内示に伴い、閑散期対策として、市外からの宿泊者を
対象に特定の飲食店で使用できる電子クーポンを発行し、市内回遊
を促進させるもの。（令和8年度からの前倒し分）

　　・現計予算額　9,124千円

(2)長崎さるく推進費

国の交付金の内示に伴い、長崎さるく20周年を契機として、まち歩
きの魅力発信を行い、ブランド力を活かしたまち歩き観光を推進す
るもの。（令和8年度からの前倒し分）

　　・現計予算額　41,725千円

(1)観光客誘致推進費

令和7年度補正予算歳出事業別内訳（令和8年2月議会追加分）

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容

 7 款　　商　工　費

(1)観光地域づくり推進費

国の交付金の内示に伴い、ＯＴＡ等を活用したプロモーション等を
強化することで、年間を通じて安定的な誘客を図るもの。（令和8年
度からの前倒し分）

　　・現計予算額　281,956千円
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 観光政策課

3,974 1,987    -        -        -          1,987

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

7,000 3,500    -        -        -          3,500     

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

20,000 10,000   -        -        -          10,000

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

9,800 4,900    -        -        -          4,900

国の交付金の内示に伴い、大型クルーズ客船入港の際や大型イベン
ト時の混雑対策として、電停付近に警備員を配置し、観光客がスト
レスなく市内滞在を楽しめる環境を整備するもの。
（令和8年度からの前倒し分）

　　・現計予算額　11,172千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容

(2)観光客受入環境整備費

国の交付金の内示に伴い、クルーズ客船の受入対応や、新たな観光
コンテンツの案内、誘致活動等を実施するもの。
（令和8年度からの前倒し分）

　　・現計予算額　9,800千円

国の交付金の内示に伴い、「西のゴールデンルートアライアンス」
におけるインバウンド誘致の情報発信等を行うもの。また、広島
市・長崎市間の相互誘客を図る情報発信を行うもの。
（令和8年度からの前倒し分）

　　・現計予算額　20,500千円

(4)平和・観光魅力発信事業費

国の交付金の内示に伴い、米メディア「New York Times」電子版の
「2026年に訪れるべき52ヶ所」に長崎市が選定されたことを契機
に、平和を切り口としてより深く、幅広く長崎の平和と観光の魅力
の発信を行うことで、欧米豪市場をはじめとするインバウンド誘客
を図るもの。（令和8年度からの前倒し分）

(5)長崎港クルーズ客船受入委員会負担金

(3)インバウンド誘致広域連携事業費
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

3 夜景観光推進費 10,140 観光政策課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

10,140 5,070    -        -        -          5,070     

4 観光施設管理運営費 40,232

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

40,232 20,116   -        -        -          20,116    

※ 一般会計の繰越明許費は、「観光振興対策費（観光地域づくり推進費）」など9件を計上。

世界・日本新三大夜景推進費

国の交付金の内示に伴い、長崎市の夜景の魅力を発信し、訪問地と
して選ばれるためのイベントを開催することで、夜景観光を目的と
した宿泊型観光、滞在型観光を推進するもの。
（令和8年度からの前倒し分）

　　・現計予算額　5,675千円

担 当 課
内容

総合観光案内所運営費

国の交付金の内示に伴い、まちなか（中心市街地）に観光案内ガイ
ドを設置するとともに、原爆資料館に観光客自らが観光情報を得る
ことができるようデジタルサイネージを設置する等、さらなる利便
性向上を図るもの。（令和8年度からの前倒し分）

　　・現計予算額　34,052千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)
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注(1) 基金設置日のなかで「Ｓ39.4.1」は、長崎市積立金条例(Ｓ25年条例73号)等からの移行
注(2) 令和6年度末現在高は、令和6年度決算額

 　 (単位:千円)

20,000,431  3,574,435    9,039,338    14,535,528  

(1) 14,320,874  675,840      7,999,824    6,996,890    Ｓ39.4.1 地方財政法第4条の4各号に掲げる財源に充当する。

(2) 5,679,557    2,898,595    1,039,514    7,538,638    Ｈ6.4.1
市債の償還の財源に充当する。
〔旧火災損害てん補並びに市債償還基金　（Ｓ39.4.1 設置）〕

22,354,391  3,353,839    1,473,106    24,235,124  

(1) 10,993,978  49,337        347,217      10,696,098  Ｈ4.3.31 市庁舎の建設整備に要する経費の財源に充当する。

(2) 261,704      34,039        69,232        226,511      H22.12.14 過疎地域活性化のための事業に要する経費の財源に充当する。

(3) 68             1               -               69             Ｈ8.4.1 まちづくりを推進するための事業に要する経費の財源に充当する。

(4) 3,743,894    16,516        177,680      3,582,730    Ｈ17.1.4
地域住民の連帯の強化又は地域振興等の事業に要する経費の財源に充当す
る。

(5) 1,237         58             500            795            Ｈ20.9.19
暴力追放「いのちを守る」長崎市民会議の事業等の暴力追放を推進するための
経費の財源に充当する。

(6) 270,355      1,127         114,607      156,875      Ｈ6.4.1 文化の振興及び国際交流の促進に要する経費の財源に充当する。

(7) 1,044,202    4,645         15,360        1,033,487    Ｈ2.3.31 長崎伝習所その他の人材育成のための活動に要する経費の財源に充当する。

(8) 3,555         26             -               3,581         Ｓ63.4.1 緑化を推進するための経費の財源に充当する。

(9) 64,090        4,606         3,263         65,433        Ｓ60.4.1
平和意識の高揚を図るために要する経費、原爆及び平和に関する資料の収集、
保存及び展示に要する経費の財源に充当する。

(10) 167,329      48,699        34,083        181,945      H30.12.26
被爆樹木の保存及び活用を推進するための事業に要する経費の財源に充当す
る。

(11) 1,710,857    169,195      82,011        1,798,041    Ｈ27.9.30 端島炭坑の保存及び活用のための整備事業に要する経費の財源に充当する。

(12) 98,763        2,849         13,630        87,982        Ｓ47.4.1
社会福祉事業、原子爆弾被爆者援護事業及び交通遺児福祉事業の資金の財源
に充当する。

(13) 15,236        69             -               15,305        Ｈ17.1.4 伊王島地区の老人福祉の向上に資する事業の資金の財源に充当する。

(14) 1,223,726    5,474         324,431      904,769      Ｈ3.12.18 高齢者の保健及び福祉を増進するための経費の財源に充当する。

(15) 438,008      18,910        60,000        396,918      Ｈ20.4.1 こども及び子育てに関する支援に要する経費の財源に充当する。

令和7年度各基金別現在高の状況【令和8年2月議会追加分 一般会計第11号補正】

【一般会計】

区         分
 令和6年度末
現   在   高

(Ａ)

 令和7年度
積 立 額

(Ｂ)

 令和7年度
取崩し額

(Ｃ)

 令和7年度末
現   在   高
(A)+(B)-(C)

基　金
設置日

基  金  設  置  目  的

財 政 運 営 の た め の 基 金

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

そ の 他 特 定 目 的 基 金

市 庁 舎 建 設 整 備 基 金

過 疎 地 域 活 性 化 基 金

ま ち づ く り 基 金

地 域 振 興 基 金

暴力追放いのちの基金

文 化 国 際 交 流 基 金

長 崎 伝 習 所 基 金

緑 化 基 金

平 和 基 金

ク ス ノ キ 基 金

端島（軍艦島）整備基金

福 祉 基 金

関 福 祉 基 金

い き い き 長 寿 社 会 基 金

こ ど も 基 金
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注(1) 基金設置日のなかで「Ｓ39.4.1」は、長崎市積立金条例(Ｓ25年条例73号)等からの移行
注(2) 令和6年度末現在高は、令和6年度決算額

令和7年度各基金別現在高の状況【令和8年2月議会追加分 一般会計第11号補正】

 　 (単位:千円)

(16) 34,761        20,517        36,542        18,736        Ｈ27.4.1 環境保全活動を推進するための事業に要する経費の財源に充当する。

(17) 239,574      1,068         1,100         239,542      Ｈ2.4.1 都市と農村の交流に要する経費の財源に充当する。

(18) 302,302      87,113        40,767        348,648      R元.7.18 森林の整備及びその促進に要する経費の財源に充当する。

(19) 17,772        580            2,288         16,064        Ｓ58.7.15
市民の防災意識の高揚及び防災機器等の整備充実を図るための経費の財源に
充当する。

(20) 478,382      89,447        105,311      462,518      Ｓ39.4.1 学校教育資金に充当する。

(21) 12,923        58             58             12,923        Ｓ57.12.27 奨学資金の財源に充当する。

(22) 235,515      9,615         18,270        226,860      Ｈ17.1.4 奨学資金の財源に充当する。

(23) 11,000        49             49             11,000        Ｓ40.3.31 松藤文庫の図書購入費及び松藤文庫整備費補助金の財源に充当する。

(24) 2,000         9               8               2,001         Ｓ50.7.16 児童文庫の図書購入費の財源に充当する。

(25) 5,000         22             22             5,000         Ｓ51.4.1 中川文庫の図書購入費の財源に充当する。

(26) 5,000         22             22             5,000         Ｈ4.6.22 吉村文庫の図書購入費の財源に充当する。

(27) 10,007        45             45             10,007        Ｈ17.1.4 関文庫の図書購入費の財源に充当する。

(28) 1,000         5               5               1,000         Ｓ41.9.28 長崎市立認定こども園長崎幼稚園の保育器具等購入費の財源に充当する。

(29) 1,300         6               6               1,300         Ｓ41.12.28 奨学資金の財源に充当する。

(30) 458,509      2,072         -               460,581      Ｓ53.9.30 出島和蘭商館跡の整備事業費の財源に充当する。

(31) 60,358        10,271        -               70,629        H30.4.1 歴史文化資料の取得に要する経費の財源に充当する。

(32) 18,821        715            -               19,536        Ｈ6.3.31 スポーツの振興のための経費の財源に充当する。

(33) 100,150      50,449        -               150,599      R5.4.1
国内外の人々の来訪及び交流を促進し、観光需要の回復及び喚起を図るための
事業に要する経費の財源に充当する。

(34) 180,270      90,807        -               271,077      R5.7.18 公共施設の保全、解体及び更新のための事業に要する経費の財源に充当する。

【一般会計】

区         分
 令和6年度末
現   在   高

(Ａ)

 令和7年度
積 立 額

(Ｂ)

 令和7年度
取崩し額

(Ｃ)

 令和7年度末
現   在   高
(A)+(B)-(C)

基　金
設置日

基  金  設  置  目  的

な がさ き エコ ラ イフ基金

農 村 交 流 基 金

森 林 環 境 譲 与 税 基 金

防 災 体 制 整 備 基 金

教 育 基 金

ロ ー タ リ ー ・ ク ラ ブ
奨 学 基 金

奨 学 基 金

松 藤 文 庫 基 金

西 岡 児 童 文 庫 基 金

中 川 文 庫 基 金

吉 村 文 庫 基 金

関 文 庫 基 金

井 上 保 育 基 金

長 崎 市 内 外 ク ラ ブ
奨 学 基 金

出 島 史 跡 整 備 基 金

歴史文化資料取得基金

ス ポ ー ツ 振 興 基 金

観 光 交 流 基 金

公 共 施 設 保 全 基 金
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注(1) 基金設置日のなかで「Ｓ39.4.1」は、長崎市積立金条例(Ｓ25年条例73号)等からの移行
注(2) 令和6年度末現在高は、令和6年度決算額

令和7年度各基金別現在高の状況【令和8年2月議会追加分 一般会計第11号補正】

 　 (単位:千円)

(35) 11,695        53             11,689        59             R6.3.29
がんばらんば長崎市応援寄附金の寄附者の意向に沿った事業に要する経費の
財源に充当する。

(36) 89,118        207,061      6,274         289,905      R6.3.29 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充当する。

(37) 41,932        63,234        8,636         96,530        R6.4.1
火葬場の利用環境の向上に資する事業及び新火葬場の建設整備に要する経費
の財源に充当する。

(38) -               2,365,070    -               2,365,070    R7.12.19
九州新幹線西九州ルート農業用渇水対策施設の維持管理に要する経費の財源
に充当する。

42,354,822  6,928,274    10,512,444  38,770,652  

(単位:千円)

480,605      35,878        25,880        490,603      Ｈ3.7.16 観光施設等の整備に要する経費の財源に充当する。

456,159      204,014      90,588        569,585      Ｓ57.4.1 国民健康保険事業に要する費用の財源に充当する。

5,899,397    7,274         -               5,906,671    Ｓ44.3.31
公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある
土地をあらかじめ取得する財源に充当する。

466,153      20,126        2               486,277      H30.12.26 駐車場施設の整備に要する経費の財源に充当する。

6,762,318    647,614      189,251      7,220,681    Ｈ12.4.1 介護保険事業に要する費用の財源に充当する。

14,064,632  914,906      305,721      14,673,817  

【一般会計】

区         分
 令和6年度末
現   在   高

(Ａ)

 令和7年度
積 立 額

(Ｂ)

 令和7年度
取崩し額

(Ｃ)

 令和7年度末
現   在   高
(A)+(B)-(C)

基　金
設置日

基  金  設  置  目  的

 令和7年度
積 立 額

(Ｂ)

 令和7年度
取崩し額

(Ｃ)

 令和7年度末
現   在   高
(A)+(B)-(C)

基　金
設置日

が ん ば ら ん ば 長 崎 市
応 援 基 金

企業版ふるさと納税基金

火葬場利用環境向上基金

九州新幹線西九州ルート
農 業 用 渇 水 対 策 施 設
維 持 管 理 基 金

計

【特別会計】

計

基  金  設  置  目  的

観 光 施 設 整 備 基 金

国 民 健 康 保 険
財 政 調 整 基 金

土 地 開 発 基 金

駐 車 場 施 設 整 備 基 金

介 護 保 険 財 政 調 整 基 金

区         分
 令和6年度末
現   在   高

(Ａ)

◆取崩し額のうち今回補正額
・財政調整基金 124,726千円
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令和８年度長崎市一般会計補正予算（第１号）に係るもの 
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％ ％ ％ ％

227,560,000      60.3 ▲249,452        227,310,548      60.2 ▲0.1 241,340,000 ▲5.8 

596,243           0.2 -                    596,243           0.2 - 335,267 77.8 

48,663,097       12.9 -                    48,663,097       12.9 - 50,211,296 ▲3.1 

1,354,069         0.4 -                    1,354,069         0.4 - 1,592,618 ▲15.0 

312,991           0.1 -                    312,991           0.1 - 254,791 22.8 

193,467           0.1 -                    193,467           0.1 - 127,380 51.9 

46,757             0.0 -                    46,757             0.0 - 47,182 ▲0.9 

61,019             0.0 -                    61,019             0.0 - 54,255 12.5 

50,521,400       13.4 -                    50,521,400       13.4 - 50,024,783 1.0 

457,273           0.1 -                    457,273           0.1 - 412,997 10.7 

8,584,371         2.3 -                    8,584,371         2.3 - 7,565,427 13.5 

2,749,543         0.7 -                    2,749,543         0.7 - 861,110 219.3 

113,540,230      30.1 -                    113,540,230      30.1 - 111,487,106 1.8 

14,764,694       3.9 -                    14,764,694       3.9 - 15,327,193 ▲3.7 

21,717,153       5.8 -                    21,717,153       5.8 - 22,102,272 ▲1.7 

36,481,847       9.7 -                    36,481,847       9.7 - 37,429,465 ▲2.5 

377,582,077      100.0 ▲249,452        377,332,625      100.0 ▲0.1 390,256,571 ▲3.3 合　　　　　　　　　　計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

長 崎 市 立 病 院 機 構
病 院 事 業 債 管 理

小　　　　　計

公 営

企 業

会 計

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小　　　　　計

観 光 施 設 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

特

別

会

計

土 地 取 得

中 央 卸 売 市 場 事 業

駐 車 場 事 業

財 産 区

母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業

介 護 保 険 事 業

診 療 所 事 業

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比

一 般 会 計

令和8年度各会計別予算額調（令和8年2月議会追加分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　　　　計　　　　別
現　計　予　算　額

補　正　額
合　　　　　　計

対当初
伸　率

【参考】
令和7年度
同期予算額
（2月当初）

対前年度
同期伸率

-12-



 

令和 8年度 2月追加補正予算について 

 

■会計別補正予算の内訳 

  （単位：千円） 

区  分 一般会計 特別会計 企業会計 計 

１ 内示に係るもの ▲249,452 - - ▲249,452 

合 計 ▲249,452 - - ▲249,452 

 

 

■一般会計補正予算の内容  

 

１ 内示に係るもの                                  【▲249,452千円】 

国の交付金の内示に伴い令和 7年度一般会計補正予算（第 11 号）に前倒しした事業の減額に係るもの 

・観光振興対策費（観光地域づくり推進費、長崎さるく推進費）、観光客誘致対策費（観光客誘致推進費、観光客受入環境整備費、インバウンド誘致広域

連携事業費、平和・観光魅力発信事業費、長崎港クルーズ客船受入委員会負担金）、夜景観光推進費（世界・日本新三大夜景推進費）、観光施設管理運

営費（総合観光案内所運営費） 
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Ⅰ 一般会計予算 ▲ 249,452 千円

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 249,452

1 観光振興対策費 ▲ 136,252 観光政策課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 116,302 ▲ 58,151 -        -        -          ▲ 58,151

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 19,950 ▲ 9,975 -        -        -          ▲ 9,975

2 観光客誘致対策費 ▲ 62,828

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 22,054 ▲ 11,027 -        -        -          ▲ 11,027

 7 款　　商　工　費

令和8年度補正予算歳出事業別内訳（令和8年2月議会追加分）

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容

(1)観光地域づくり推進費

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒ししたＯＴＡ等を活用し
たプロモーション等を強化する経費を減額するもの。

　　・当初予算額　252,450千円

(2)長崎さるく推進費

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒しした長崎さるく20周年
を契機としたまち歩きの魅力発信等の経費を減額するもの。

　　・当初予算額　42,957千円

(1)観光客誘致推進費

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒しした閑散期対策として
市外からの宿泊者を対象に特定の飲食店で使用できる電子クーポン
の発行等に要する経費を減額するもの。

　　・当初予算額　58,178千円
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 観光政策課

▲ 3,974 ▲ 1,987 -        -        -          ▲ 1,987

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 7,000 ▲ 3,500 -        -        -          ▲ 3,500

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 20,000 ▲ 10,000 -        -        -          ▲ 10,000

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 9,800 ▲ 4,900 -        -        -          ▲ 4,900

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒ししたクルーズ客船の受
入対応や、新たな観光コンテンツの案内、誘致活動等に要する経費
を減額するもの。

　　・当初予算額　9,800千円

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒しした「西のゴールデン
ルートアライアンス」におけるインバウンド誘致の情報発信等の経
費や、広島市・長崎市間の相互誘客を図る情報発信に要する経費を
減額するもの。

　　・当初予算額　7,000千円

(4)平和・観光魅力発信事業費

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒しした米メディア「New
York Times」電子版の「2026年に訪れるべき52ヶ所」に長崎市が選
定されたことを契機とした、長崎の平和と観光の魅力の発信に要す
る経費を減額するもの。

　　・当初予算額　20,000千円

(5)長崎港クルーズ客船受入委員会負担金

(3)インバウンド誘致広域連携事業費

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒しした大型クルーズ客船
入港の際や大型イベント時の混雑対策に要する経費を減額するも
の。

　　・当初予算額　11,215千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容

(2)観光客受入環境整備費
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国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

3 夜景観光推進費 ▲ 10,140 観光政策課

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 10,140 ▲ 5,070 -        -        -          ▲ 5,070

4 観光施設管理運営費 ▲ 40,232

 補正額 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

▲ 40,232 ▲ 20,116 -        -        -          ▲ 20,116
総合観光案内所運営費

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒ししたまちなか（中心市
街地）への観光案内ガイドの設置や、原爆資料館に観光客自らが観
光情報を得ることができるデジタルサイネージの設置等に要する経
費を減額するもの。

　　・当初予算額　40,232千円

世界・日本新三大夜景推進費

国の交付金の内示に伴い、令和7年度に前倒しした長崎市の夜景の魅
力発信等に要する経費を減額するもの。

　　・当初予算額　14,422千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課
内容
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注(1) 基金設置日のなかで「Ｓ39.4.1」は、長崎市積立金条例(Ｓ25年条例73号)等からの移行
注(2) 令和7年度末現在高は、令和7年度補正予算（第11号）ベースでの見込み後の額

 　 (単位:千円)

14,535,528  651,940      7,177,761    8,009,707    

(1) 6,996,890    33,268        2,956,469    4,073,689    Ｓ39.4.1 地方財政法第4条の4各号に掲げる財源に充当する。

(2) 7,538,638    618,672      4,221,292    3,936,018    Ｈ6.4.1
市債の償還の財源に充当する。
〔旧火災損害てん補並びに市債償還基金　（Ｓ39.4.1 設置）〕

24,235,124  962,917      1,602,356    23,595,685  

(1) 10,696,098  68,606        524,808      10,239,896  Ｈ4.3.31 市庁舎の建設整備に要する経費の財源に充当する。

(2) 226,511      4,053         53,729        176,835      H22.12.14 過疎地域活性化のための事業に要する経費の財源に充当する。

(3) 69             1               -               70             Ｈ8.4.1 まちづくりを推進するための事業に要する経費の財源に充当する。

(4) 3,582,730    22,980        187,550      3,418,160    Ｈ17.1.4
地域住民の連帯の強化又は地域振興等の事業に要する経費の財源に充当す
る。

(5) 795            56             500            351            Ｈ20.9.19
暴力追放「いのちを守る」長崎市民会議の事業等の暴力追放を推進するための
経費の財源に充当する。

(6) 156,875      1,007         14,287        143,595      Ｈ6.4.1 文化の振興及び国際交流の促進に要する経費の財源に充当する。

(7) 1,033,487    6,629         28,063        1,012,053    Ｈ2.3.31 長崎伝習所その他の人材育成のための活動に要する経費の財源に充当する。

(8) 3,581         33             -               3,614         Ｓ63.4.1 緑化を推進するための経費の財源に充当する。

(9) 65,433        6,382         4,704         67,111        Ｓ60.4.1
平和意識の高揚を図るために要する経費、原爆及び平和に関する資料の収集、
保存及び展示に要する経費の財源に充当する。

(10) 181,945      36,653        13,018        205,580      H30.12.26
被爆樹木の保存及び活用を推進するための事業に要する経費の財源に充当す
る。

(11) 1,798,041    114,106      15,464        1,896,683    Ｈ27.9.30 端島炭坑の保存及び活用のための整備事業に要する経費の財源に充当する。

(12) 87,982        3,162         4,923         86,221        Ｓ47.4.1
社会福祉事業、原子爆弾被爆者援護事業及び交通遺児福祉事業の資金の財源
に充当する。

(13) 15,305        99             -               15,404        Ｈ17.1.4 伊王島地区の老人福祉の向上に資する事業の資金の財源に充当する。

(14) 904,769      5,804         205,804      704,769      Ｈ3.12.18 高齢者の保健及び福祉を増進するための経費の財源に充当する。

(15) 396,918      19,772        59,600        357,090      Ｈ20.4.1 こども及び子育てに関する支援に要する経費の財源に充当する。

令和8年度各基金別現在高の状況【令和8年2月議会追加分 一般会計第1号補正】

【一般会計】

区         分
 令和7年度末
現   在   高

(Ａ)

 令和8年度
積 立 額

(Ｂ)

 令和8年度
取崩し額

(Ｃ)

 令和8年度末
現   在   高
(A)+(B)-(C)

基　金
設置日

基  金  設  置  目  的

財 政 運 営 の た め の 基 金

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

そ の 他 特 定 目 的 基 金

市 庁 舎 建 設 整 備 基 金

過 疎 地 域 活 性 化 基 金

ま ち づ く り 基 金

地 域 振 興 基 金

暴力追放いのちの基金

文 化 国 際 交 流 基 金

長 崎 伝 習 所 基 金

緑 化 基 金

平 和 基 金

ク ス ノ キ 基 金

端島（軍艦島）整備基金

福 祉 基 金

関 福 祉 基 金

い き い き 長 寿 社 会 基 金

こ ど も 基 金
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注(1) 基金設置日のなかで「Ｓ39.4.1」は、長崎市積立金条例(Ｓ25年条例73号)等からの移行
注(2) 令和7年度末現在高は、令和7年度補正予算（第11号）ベースでの見込み後の額

令和8年度各基金別現在高の状況【令和8年2月議会追加分 一般会計第1号補正】

 　 (単位:千円)

(16) 18,736        8,490         13,330        13,896        Ｈ27.4.1 環境保全活動を推進するための事業に要する経費の財源に充当する。

(17) 239,542      1,537         7,445         233,634      Ｈ2.4.1 都市と農村の交流に要する経費の財源に充当する。

(18) 348,648      85,185        54,853        378,980      R元.7.18 森林の整備及びその促進に要する経費の財源に充当する。

(19) 16,064        604            1,885         14,783        Ｓ58.7.15
市民の防災意識の高揚及び防災機器等の整備充実を図るための経費の財源に
充当する。

(20) 462,518      90,509        137,830      415,197      Ｓ39.4.1 学校教育資金に充当する。

(21) 12,923        83             83             12,923        Ｓ57.12.27 奨学資金の財源に充当する。

(22) 226,860      9,685         15,272        221,273      Ｈ17.1.4 奨学資金の財源に充当する。

(23) 11,000        71             71             11,000        Ｓ40.3.31 松藤文庫の図書購入費及び松藤文庫整備費補助金の財源に充当する。

(24) 2,001         13             13             2,001         Ｓ50.7.16 児童文庫の図書購入費の財源に充当する。

(25) 5,000         33             33             5,000         Ｓ51.4.1 中川文庫の図書購入費の財源に充当する。

(26) 5,000         33             33             5,000         Ｈ4.6.22 吉村文庫の図書購入費の財源に充当する。

(27) 10,007        65             65             10,007        Ｈ17.1.4 関文庫の図書購入費の財源に充当する。

(28) 1,000         7               7               1,000         Ｓ41.9.28 長崎市立認定こども園長崎幼稚園の保育器具等購入費の財源に充当する。

(29) 1,300         9               9               1,300         Ｓ41.12.28 奨学資金の財源に充当する。

(30) 460,581      2,976         -               463,557      Ｓ53.9.30 出島和蘭商館跡の整備事業費の財源に充当する。

(31) 70,629        454            -               71,083        H30.4.1 歴史文化資料の取得に要する経費の財源に充当する。

(32) 19,536        691            -               20,227        Ｈ6.3.31 スポーツの振興のための経費の財源に充当する。

(33) 150,599      50,966        -               201,565      R5.4.1
国内外の人々の来訪及び交流を促進し、観光需要の回復及び喚起を図るための
事業に要する経費の財源に充当する。

(34) 271,077      91,739        -               362,816      R5.7.18 公共施設の保全、解体及び更新のための事業に要する経費の財源に充当する。

【一般会計】

区         分
 令和7年度末
現   在   高

(Ａ)

 令和8年度
積 立 額

(Ｂ)

 令和8年度
取崩し額

(Ｃ)

 令和8年度末
現   在   高
(A)+(B)-(C)

基　金
設置日

基  金  設  置  目  的

な がさ き エコ ラ イフ基金

農 村 交 流 基 金

森 林 環 境 譲 与 税 基 金

防 災 体 制 整 備 基 金

教 育 基 金

ロ ー タ リ ー ・ ク ラ ブ
奨 学 基 金

奨 学 基 金

松 藤 文 庫 基 金

西 岡 児 童 文 庫 基 金

中 川 文 庫 基 金

吉 村 文 庫 基 金

関 文 庫 基 金

井 上 保 育 基 金

長 崎 市 内 外 ク ラ ブ
奨 学 基 金

出 島 史 跡 整 備 基 金

歴史文化資料取得基金

ス ポ ー ツ 振 興 基 金

観 光 交 流 基 金

公 共 施 設 保 全 基 金
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注(1) 基金設置日のなかで「Ｓ39.4.1」は、長崎市積立金条例(Ｓ25年条例73号)等からの移行
注(2) 令和7年度末現在高は、令和7年度補正予算（第11号）ベースでの見込み後の額

令和8年度各基金別現在高の状況【令和8年2月議会追加分 一般会計第1号補正】

 　 (単位:千円)

(35) 59             8,001         1,718         6,342         R6.3.29
がんばらんば長崎市応援寄附金の寄附者の意向に沿った事業に要する経費の
財源に充当する。

(36) 289,905      222,860      229,982      282,783      R6.3.29 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充当する。

(37) 96,530        84,393        8,277         172,646      R6.4.1
火葬場の利用環境の向上に資する事業及び新火葬場の建設整備に要する経費
の財源に充当する。

(38) 2,365,070    15,170        19,000        2,361,240    R7.12.19
九州新幹線西九州ルート農業用渇水対策施設の維持管理に要する経費の財源
に充当する。

38,770,652  1,614,857    8,780,117    31,605,392  

(単位:千円)

490,603      115,492      44,169        561,926      Ｈ3.7.16 観光施設等の整備に要する経費の財源に充当する。

569,585      3,653         188,057      385,181      Ｓ57.4.1 国民健康保険事業に要する費用の財源に充当する。

5,906,671    7,032         228,021      5,685,682    Ｓ44.3.31
公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある
土地をあらかじめ取得する財源に充当する。

486,277      46,508        -               532,785      H30.12.26 駐車場施設の整備に要する経費の財源に充当する。

7,220,681    46,315        90,623        7,176,373    Ｈ12.4.1 介護保険事業に要する費用の財源に充当する。

14,673,817  219,000      550,870      14,341,947  

【一般会計】

区         分
 令和7年度末
現   在   高

(Ａ)

 令和8年度
積 立 額

(Ｂ)

 令和8年度
取崩し額

(Ｃ)

 令和8年度末
現   在   高
(A)+(B)-(C)

基　金
設置日

基  金  設  置  目  的

 令和8年度
積 立 額

(Ｂ)

 令和8年度
取崩し額

(Ｃ)

 令和8年度末
現   在   高
(A)+(B)-(C)

基　金
設置日

が ん ば ら ん ば 長 崎 市
応 援 基 金

企業版ふるさと納税基金

火葬場利用環境向上基金

九州新幹線西九州ルート
農 業 用 渇 水 対 策 施 設
維 持 管 理 基 金

計

【特別会計】

計

基  金  設  置  目  的

観 光 施 設 整 備 基 金

国 民 健 康 保 険
財 政 調 整 基 金

土 地 開 発 基 金

駐 車 場 施 設 整 備 基 金

介 護 保 険 財 政 調 整 基 金

区         分
 令和7年度末
現   在   高

(Ａ)

◆取崩し額のうち今回補正額
・財政調整基金 ▲124,726千円
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